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～ご存知ですか「災害時要援護者避難支援制度」～

　
10
月
13
日
㈯
〜
15
日
㈪
に
岐

阜
県
で
行
わ
れ
た
第
12
回
全
国

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
「
ぎ
ふ

清
流
大
会
」
の
卓
球
競
技
に
桐

木
良
夫
さ
ん
（
萩
原
）
が
広
島

県
代
表
選
手
と
し
て
出
場
さ
れ

ま
し
た
。

　
10
月
２
日
㈫
、
健
康
増
進
と

交
流
の
輪
を
広
げ
る
た
め
、
予

選
を
勝
ち
抜
い
た
135
人
が
参
加

し
、
秋
の
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

（
福
祉
課
）

全
国
大
会
出
場

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

町内の４施設を災害時福祉避難所に指定しました

　町では、災害発生時に、一般の避難所で生活することが困難な被災者（要援護者）の専用避難
先として、町内の４施設を「福祉避難所」に指定しました。
　福祉避難所は、一般の指定避難所とは違い、要援護者の人の状態などにより必要性が認められ
た場合に開設します。このうち民間の介護施設（２施設）では、町からの要請に基づき、要援護
者のみなさんを受け入れます。

■福祉避難所の対象者
高齢者（在宅の要援護者）、障
害者、妊産婦、乳児、病弱者な
どの、一般の指定避難所での生
活において、何らかの特別な配
慮が必要な人が対象です。

①災害発生時、身
の安全を最優先に、
自宅から指定避難
所に移動

③家族や支援者な
どにより福祉避難
所へ移動（状況に応じ
て、福祉車両などで移送）。

④福祉避難所で受
け入れ（身体状態な
どに応じ、介護施設、
医療機関などへ移動）。

②保健師などが、
避難者の身体等を
考慮し、福祉避難所
の対象者を決定

－福祉避難所への避難の流れ－

施設名等 所在地 収容人員

公共施設 熊野町中央地域健康センター 中溝一丁目11番1号 30人
熊野町老人福祉センター 中溝一丁目11番2号 39人

民間施設
社会福祉法人　成城会 城之堀二丁目28番1号 24人
介護老人保健施設
熊野ゆうあいホーム 出来庭三丁目4番67号 ５人

　災害時に自力で避難することが困難な高齢者等を、地域の方々が支援する制度です。
「要援護者（支援が必要な人）」と「避難支援者（支援する人）」を事前に登録することで、災
害発生時にすみやかな避難所への移動と、避難確認が行えます。登録にご協力をお願いします。
■要援護者の登録

　【登録対象者】
　 　高齢者だけの世帯の人・介護保険の要介護３以上の人・身体障害者手帳１、２級の人（視
覚、聴覚、音声・言語機能障害は１～６級）・療育手帳所持者・精神保健福祉手帳１、２級
の人・難病患者・外国人

高齢者の登録は民生委員が、身体障害者等の対象となる人へは郵送により登録の同意を確認します。
※要援護者は、避難支援者を確保し、事前に協力体制を確認しておく必要があります。
・避難支援者とは
災害時に要援護者の避難支援（情報伝達や安否確認、避難行動）ができる近隣者やボランティアです。

この大会で６位までの
入賞者男女３人ずつが、
県大会に出場されまし
た。

桐木良夫さん
（萩原）
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子育て支援センター
　　　エンゼル通信

●チャイルドシート、ジュニアシート、幼児二人同
乗用自転車、自転車幼児用座席の貸し出し
　町内に居住している人に臨時的、短期的な貸し
出しを行っています。１ヵ月前から予約ができま
す。手続きには印鑑が必要です。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

●「パパとおひさま」（毎月第2土曜日）9:30～11:30
　お父さんととっておきの楽しい時間を過ごしま
しょう。町内在住や、里帰り中の親子さんも遊びに
来て下さい。もちろんご家族でも大歓迎。室内でも
公園でも遊べます。
※いずれの事業も変更する場合があります。
　子育て支援センターの予定表または電話でご確認ください。

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　 820-5502　 820-5503
開設日時（※年末年始、祝日除）：月～金曜日９：30 ～ 17：00
〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合い
ながらゆとりある子育てができるよう応援していま
す。親子はもちろんのこと、孫育て中のおじいちゃ
ん、おばあちゃんもぜひご利用ください。

●子育て支援センターの主な予定（いずれも 11：30 に終了）

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育
児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。

●おひさまルーム（上記以外の日程の９：30～11：30）
●ほっとるーむ（月～金曜日13：00～15：30）
●「うたとおはなしの広場」（第１・３金曜日14：30～15：00）
　※12月は７日の１回のみです。

実施日 開始時間 場　　所
13日（火）

９：30
東部地域健康センター

15日（木） 中 央 ふ れ あ い 館

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
額

は
、
す
べ
て
所
得
税
・
住
民
税

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
額
を
証
明
す
る
書
類
を

添
付
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
毎
年
11
月
初
旬

保
険
年
金

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証

明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）
16日（金） ９：30 とことこエンゼル（1歳 6カ月～ 2歳 5カ月）
20日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）
12月5日（水） 10：30 子育てなるほど講座「室内のひやり」
12月7日（金） ９：30 ふわふわベビー・にこにこベビー（1歳 5カ月までの乳児、妊婦）合同

に
皆
さ
ん
が
一
年
間
に
納
付
し

た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証

明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

（
ハ
ガ
キ
）
を
日
本
年
金
機
構

が
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
証
明
内
容
は
本
年
１
月
か
ら

10
月
１
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た

国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年
内

の
納
付
見
込
額
で
す
。

　
ま
た
、
年
の
途
中
か
ら
国
民

年
金
に
加
入
し
た
場
合
な
ど
、

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
初
め
て
保
険
料
を
納
付

す
る
人
に
は
、
翌
年
２
月
上
旬

に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　
な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
も
、
ご

本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
を
添
付

の
う
え
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

広
島
南
年
金
事
務
所

253
‐

７
７
１
０
、
住
民
課

820
‐
５

６
０
４

《高齢者虐待とは》

◆虐待の種類
○身体的虐待：たたく、殴る、つね
る、やけどを負わせるなどの暴力を
振るったりすること。
○心理的虐待：怒鳴りつける、のの
しる、意図的無視をするなど心理的
苦痛を与えること。
○介護・世話の放棄・放任：食事を
与えない、入浴をさせない、オムツ
を交換しない、病院を受診させない
ことなど。
○経済的虐待：年金や預貯金を勝手
に使ってしまう、日常生活に必要な
金銭を渡さない（使わせない）こと
など。

「虐待かもしれない」と思ったら、
迷わず地域包括支援センターまでご
連絡ください。
地域包括支援センター 820－５６

１５ （福祉課）

地域包括支援センターに
おまかせください（13）


